
災害時における災害救援物資の調達等に関する協定 

 

 久喜市（以下「甲」という。）とアークランドサカモト株式会社（以下「乙」という。）は、

地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災害時等」とい

う。）に、災害救援物資の調達等に関し、次の通り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時等に、甲から乙に対する救援物資の調達等の要請に関する手続き

・事項等について定め、災害応急対策が円滑にすすめられることを目的とする。 

（協力の要請） 

第２条 災害時等に物資の調達または一時避難施設およびインフラ復旧のための応援車両待機

場等として用地の確保の必要が生じた場合、甲は乙に対し、物資の供給または用地の提供を

要請することができるものとする。 

（物資の範囲） 

第３条 甲が乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち乙が保有するものとす

る。 

（１） 食料品 

（２） 飲料水 

（３） 生活・日用品等 

（４） 家庭用医薬品 

（５） その他甲が指定する物資 

（用地の提供） 

第４条 甲が乙に提供を要請する用地の範囲は、乙の営業に支障のない範囲とする。 

２ 用地の提供期間は、甲及び乙が協議の上定めるものとする。 

（要請の手続き） 

第５条 甲は乙に対し、物資の供給または用地の提供を要請しようとするときは、文書をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合は電話その他の方法で要請し、その後速やか

に文書を提出するものとする。 

（協力の実施） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、甲に対し優先的かつ速やかに協

力するものとする。 

（物資の引渡し） 

第７条 物資の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該引渡場所に職員または甲が指定す

る者を派遣し、物資を確認のうえ、これを引き取るものとする。ただし、甲が指定した場所

への運搬が困難であると乙が判断した場合、甲及び乙が協議の上指定地を変更することがで

きる。 

（費用の負担） 

第８条 乙が甲に供給した物資に係る費用は、災害時等の直前における通常価格（引渡しまで

の運賃も含む。）を基礎として、甲及び乙が協議の上決定するものとする。 



 

 

２ 乙が甲に提供した用地に係る費用は、無償とする。 

（連絡体制等） 

第９条 甲及び乙は災害時等における円滑な協力体制が図れるよう、それぞれ連絡責任者を選

任し、連絡体制、連絡方法等を書面により相手方に連絡しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１０条 乙は、協力中に知り得た帰宅困難者等の個人情報を、甲以外の者に漏らしてはなら

ない。協力が完了した場合も、また同様とする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、締結の日から令和２年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の３か月前までに、甲、乙いずれからも申し出がないときは、この協定は期間満了の

日からさらに１年間更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第１２条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定の定めのない事

項については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有

する。 
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